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西庁舎を充実し、地域づくりの拠点として機能

強化を図るよう県に対して「意見書」の提出を

求める請願書の１件について、総務委員長の報

告は、採択であります。 

 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願第４号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 厚生常任委員会審査報告 

 

 

○蒲生光男議長 次に、厚生常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 大道寺 信厚生常任委員長。 

  （大道寺 信厚生常任委員長登壇） 

○大道寺 信厚生常任委員長 平成24年第３回市

議会定例会において厚生常任委員会に付託にな

りました議案１件について、審査をいたしまし

た経過と結果についてご報告申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る６月18日

に開催し、委員全員出席のもと、当局関係者の

出席を求め、審査をいたしております。 

 それでは、議案第50号 長井市医療給付事業

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて申し上げます。 

 本案は、山形県医療給付事業補助金交付規程

の改正により、所要の改正を行うため提案され

たものであります。 

 審査に際し、市民課長からは、このたびの税

制改正による扶養控除の見直しにより、所得控

除が減少するために所得税課税等になり、医療

に要する経費の負担増になる世帯が出てくる。

このような世帯において、７月以降においても

不利益が発生しないように条例を改正するもの

であるとの説明を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で厚生常任委員会に付託になりました案

件審査の報告を終わります。 

○蒲生光男議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第３、議案第50号 長井市医

療給付事業に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての１件について、討論の通告が

ありませんので、討論を終結し、採決いたしま

す。 

 議案第50号について、厚生委員長の報告は、

原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第50号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 産業・建設常任委員会審査報告 

 

 

○蒲生光男議長 次に、産業・建設常任委員会の

審査の報告を求めます。 

 小関勝助産業・建設常任委員長。 

  （小関勝助産業・建設常任委員長登壇） 

○小関勝助産業・建設常任委員長 平成24年第３

回市議会定例会において産業・建設常任委員会

に付託になりました議案１件について、審査い

たしました経過と結果について申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る６月15日、
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委員全員出席のもと、当局関係者の出席を求め

て開催しております。 

 それでは、議案第49号 国土調査成果の誤り

に起因する損害賠償の額の決定についての１件

について申し上げます。 

 審査に当たり、農林課長からは、本損害賠償

の原因は昭和58年度から59年度に実施した国土

調査において、長井市成田字亀が森95－17の地

積算定の際、隣接筆の面積を合算して1,719平

方メートルとして地籍簿を作成したことによる

もので、同筆の面積は正しくは1,580平方メー

トルであることが判明し、損害賠償の額は28万

1,722円で、その内訳は土地購入代金に係る差

額21万237円及び固定資産税の納入差額７万

1,485円である。今年から国土調査事業が再開

されているが、入念な準備、慎重かつ丁寧な調

査を心がけ、誤りのないようにしていきたいと

の説明を受けたところであります。 

 質疑に入り、委員からは、再発防止と言うが、

ほかにもないかということも危惧される。昭和

58年ごろは電算化もされておらず、手作業とか

計算があったわけで、ほかにも似たような単純

なミスがないのかチェック、調査するすべや手

だてはあるのかとの質疑がなされ、農林課長か

らは、ほかにないかということについては、な

いというふうに考えているが、可能性はゼロで

はないと思う。きちんとした成果品として承認

され、法務局に送られて登記され、図面として

承認されているわけで、今回のような単純な部

分での事務的な誤りはなかなか調査するすべが

ないというのが実情である。基本的なやり方は

当時とは変わっていないが、もっと電算化され

ており、今年度から再開する部分も一筆調査な

どできるだけ外注できるものは業務委託するな

ど、成果品の審査についても遺漏のないように

したいとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、全然知らない、間違った

ものがそのままにされていることもないわけで

はない。それを見出す方法もこれから検討して

いただくと幸いであるとの質疑がなされ、農林

課長からは、今回の成田地区のようなところで

は地権者が地元にいないことがあったり、縦覧

でも十分なチェックができるか危惧される。丁

寧に説明し、図面などの結果はきちんと見てい

ただき、関係の方々に納得いただいた上で承認

を受けるような手だてが誤りを防ぐ道かと考え

るとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、今回の固定資産税相当分

の賠償については時効はないものか、また今回

のことが前例となるのかとの質疑がなされ、農

林課長からは、税については５年ということも

あるが、弁護士とも相談し、取得時からの固定

資産税ということでさかのぼって賠償させてい

ただくことになった。基本的に今回のやり方は

踏襲されるようになるというふうに思うとの答

弁がなされたところであります。 

 討論に入り、委員からは、長井市のミスとい

うことでいたし方ないところで、時効などとい

う考えも難しく、当時に立ち返れとの弁護士の

指導もあり、この考えでいくしかないと思う。

今後も可能性がゼロにし切れないということだ

が、きちんと対策を練ってほしい。また、電算

等技術的な革新によるミスの防止等、努力して

いただくことを意見として申し上げ、本議案に

賛成であるとの意見が出されたところでありま

す。 

 採決の結果、議案第49号は、全員一致で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で産業・建設常任委員会に付託になりま

した案件審査の報告を終わります。 

○蒲生光男議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 
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 それでは、日程第４、議案第49号 国土調査

成果の誤りに起因する損害賠償の額の決定につ

いての１件について、討論の通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

 議案第49号について、産業・建設委員長の報

告は、原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 

 よって、議案第49号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 

 

 予算特別委員会審査報告 

 

 

○蒲生光男議長 次に、予算特別委員会の審査の

報告を求めます。 

 安部 隆予算特別委員長。 

  （安部 隆予算特別委員長登壇） 

○安部 隆予算特別委員長 おはようございます。 

 平成24年第３回市議会定例会において予算特

別委員会に付託になりました議案第51号 長井

市一般会計補正予算第１号について、審査いた

しました経過と結果についてご報告いたします。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い、６月20

日、21日の２日間にわたり審査が行われたとこ

ろであります。 

 審査に当たっては、予算案の概要について担

当課長から説明を受けた後、８名の委員の総括

質疑が行われ、終了後に細部審査を行ったとこ

ろでありますが、その経過につきましては、議

長を除く全員で構成する委員会でありますので、

後刻、会議録によりご承知くださいますようお

願い申し上げ、審査の結果のみ報告いたします。 

 議案第51号につきましては、渋谷佐輔委員ほ

か５名の委員から修正案が提出されましたので、

提出された修正案について提出者から提案説明

を受けた後、質疑、討論を行い、まず修正案に

ついて採決した結果、賛成多数で修正案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 続いて、修正部分を除く部分について採決し

た結果、賛成多数で可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位から出され

ました質疑、意見等について十分に意を用いら

れ事務の執行に当たられるよう申し上げ、予算

特別委員会の審査の報告を終わります。 

○蒲生光男議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第５ 議案第51号 平成24年

度長井市一般会計補正予算第１号の１件につい

て、討論の通告がありませんので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第51号について、予算特別委員長の報告

は修正可決でありますので、まず委員会の修正

案について採決いたします。 

 委員会の修正案に賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （起立多数） 

○蒲生光男議長 起立多数であります。 

 よって、委員会の修正案は、可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案

について採決いたします。 

 修正部分を除く部分を原案のとおり決するに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 

 よって、修正部分を除く部分は、原案のとお

り決定いたしました。 




